
社会福祉法人仲よし福祉会 役員報酬規程 

  

（ 目  的 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 社 会 福 祉 法 人 仲 よ し 福 祉 会 （ 以 下 「 法 人 」 と い う 。） 定 款 ８ 条

及 び 第 ２ １ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 法 人 の 役 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 し 必 要

な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 定  義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 程 で い う 役 員 と は 、 法 人 の 理 事 、 監 事 、 及 び 評 議 員 選 任 ・ 解 任 委 員

会 委 員 を い う 。  

 

（ 役 員 等 の 報 酬 総 額 ）  

第 ３ 条  理 事 及 び 監 事 に 対 し て は 、各 年 度 の 総 額 が １ ０ ０ ０ 万 円 を 超 え な い 範 囲 で 、

評 議 委 員 会 に お い て 定 め る こ の 規 定 に 従 っ て 算 定 し た 額 を 報 酬 と し て 支 給 す

る こ と が で き る 。  

  2 評 議 委 員 会 に 対 し て は ,定 款 ８ 条 に 規 定 す る と お り 、 各 年 度 の 総 額 が 1０ 万

円 を 超 え な い 範 囲 で 、 評 議 委 員 会 に お い て 定 め る こ の 規 定 に 従 っ て 算 定 し た

額 を 報 酬 と し て 支 給 す る こ と が で き る 。  

 

（ 理 事 長 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 ）  

第 ４ 条  役 員 の 内 、 理 事 長 の 報 酬 に つ い て は 、 別 表 1 に よ り 月 額 で 支 払 う こ と が で

き る 。  

な お 、理 事 会 及 び 評 議 委 員 会 へ の 出 席 ま た は 法 人 運 営 に 係 る 理 事 長 職 務 な ど を

合 わ せ て １ カ 月 当 た り ８ 日 以 上 勤 務 す る こ と と す る 。  

  ２  理 事 長 を 兼 務 す る 法 人 職 員 に 対 し て は 、 法 人 で 定 め た 職 員 給 与 （ 賃 金 ） 等

を 支 払 う こ と と し 、 こ の 規 定 に よ る 理 事 長 の 報 酬 等 は 支 払 わ な い こ と と す る 。 

 

（ 役 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 ）  

第 ５ 条  役 員 等 （ 理 事 長 を 除 く ） の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に つ い て は 、 理 事 会 ま た は 評

議 委 員 会 、 並 び に 法 人 運 営 に 係 る 役 員 等 の 業 務 に 携 わ っ た と き に 、 別 表 ２ に

よ り 日 額 で 支 払 う こ と が で き る 。・  

  ２  役 員 を 兼 務 す る 法 人 職 員 に 対 し て は 、 法 人 で 定 め た 職 員 給 与 （ 賃 金 ） 等 を

支 払 う こ と と し 、 こ の 規 定 に よ る 役 員 の 報 酬 等 は 支 払 わ な い こ と と す る 。  

 

（ 出 張 を 伴 う 業 務 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 ）  

第 ６ 条  役 員 等 が そ れ ぞ れ の 立 場 で 、 第 ４ 条 か ら 第 ５ 条 ま で に 規 定 す る 業 務 に 出 張

を 伴 う 形 で 携 わ る と き は 、 別 表 ３ に よ り 報 酬 及 び 費 用 弁 償 を 支 払 う こ と が で



き る 。  

  ２  役 員 を 兼 務 す る 法 人 職 員 に 対 し て は 、 法 人 で 定 め た 職 員 給 与 （ 賃 金 ） 等 を

支 払 う こ と と し 、 こ の 規 定 に よ る 役 員 の 報 酬 等 は 支 払 わ な い こ と と す る 。  

 

（ 報 酬 及 び 費 用 弁 償 の 支 給 ）  

第 ７ 条  理 事 長 へ の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 の 支 給 方 法 及 び 支 給 日 は 、 常 勤 職 員 の 給 与 の

支 給 方 法 及 び 支 給 日 に 準 ず る 。  

た だ し 、 役 員 等 （ 理 事 長 を 除 く ） へ の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に つ い て は 、 現 金 に

よ る 都 度 払 い と す る 。  

 

（ 改 正 ）  

第 ８ 条   こ の 規 定 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 定 款 第 ８ 条 及 び 第 ２ １ 条 に よ る 評

議 委 員 会 の 決 議 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

（ 公 表 ）  

第 ９ 条   こ の 法 人 は 、 こ の 規 定 を も っ て 、 社 会 福 祉 法 人 法 第 59 条 の ２ 第 １ 項 ２

号 に 定 め る 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 と し て 公 表 す る 。  

（ 雑 則 ）  

第 10 条  本 規 程 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 別 に 定 め る 。  

 

附 則  

（ 役 員 の 報 酬 等 に 関 す る 規 定 の 廃 止 ）  

平 成 13 年 4 月 1 日 施 行 の 「 役 員 の 報 酬 等 に 関 す る 規 定 」 は 廃 止 す る 。  

 

附 則  

こ の 規 定 は 、 令 和 5 年 7 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 定 は 、 令 和 ７ 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別 表 1(4 条 関 係 ）   

  主 な 業 務  報 酬 額 等  

理 事 長  

理 事 会 、 評 議 員 会 へ の 出 席 ほ か  

法 人 運 営 に 係 る 理 事 長 業 務  

報 酬 額 は 、 月 額 ５ 0 万 円 と

す る 。  

1 カ 月 当 た り 8 日 以 上 勤 務

す る 。  

法 人 運 営 事 務 に 関 す る 業 務  

報 酬 額 は 、月 額 5 万 円 と す

る 。  

1 カ 月 当 た り 8 日 以 上 勤 務

す る 。  

（ 注 １ ） 報 酬 額 は 、 費 用 弁 償 （ 交 通 費 ） 相 当 を 含 ん だ 額 と し 、 源 泉 徴 収 税 を 含 む  

   

別 表 ２（ 5 条 関 係 ）   

  主 な 業 務  報 酬 額 等  

役 員 等  

（ 理 事 長 を 除 く ）  

理 事 会 、 評 議 委 員 会 へ の 出 席 ほ か  

法 人 運 営 に 係 る 役 員 等 の 業 務  
報 酬 額 は 、 日 額 5 千 円  

監 事  会 計 監 査  報 酬 額 は 、日 額 2 万 5 千 円  

（ 注 １ ） 報 酬 額 は 源 泉 徴 収 額 を 含 む 、  

（ 注 ２ ） 費 用 弁 償 （ 交 通 費 ） は 市 内 居 住 者 に は 支 給 し な い 。 市 外 居 住 者 に は 5 千

円 支 給 す る 。  

   

別 表 ３（ ６ 条 関 係 ）   

  主 な 業 務  報 酬 額 等  

理 事 長  
出 張 を 伴 う 第 ４ 条 に 規 定 す る 法 人

運 営 に 係 る 理 事 長 業 務  

報 酬 は 支 給 し な い 。費 用 弁

償 に つ い て は 、交 通 費 及 び

宿 泊 費 の 実 費 を 支 給 す る 。 

役 員 等  

（ 理 事 長 を 除 く ）  

出 張 を 伴 う 第 ５ 条 に 規 定 す る 法 人

運 営 に 係 る 役 員 業 務  

報 酬 額 は 、出 張 １ 回 当 た り

１ 万 円 費 用 弁 償 に つ い て

は 、交 通 費 及 び 宿 泊 費 の 実

費 を 支 給 す る 。  

（ 注 １ ） 報 酬 額 は 源 泉 徴 収 額 を 含 む 、  

（ 注 ２ ）費 用 弁 償 は 、自 宅 を 起 点・ 終 点 と す る 出 張 先 ま で の 経 済 的・ 合 理 的 な 経 路

及 び 方 法 に よ る 往 復 の 交 通 費 と 宿 泊 を 伴 う 場 合 の 宿 泊 費（ １ 泊 ２ 日 ）の 実 費 合 計 額

と す る 。  


